
  

一 

証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
修
正
案 

証
券
取
引
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
。 

第
十
二
条
中
商
品
取
引
所
法
第
三
百
四
十
八
条
の
改
正
規
定
の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

第
三
百
五
十
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
つ
い
て
は
、
」
の
下
に
「
内
閣
総
理
大
臣
及
び
」
を
加
え
、
同
項
第

三
号
中
「
つ
い
て
は
」
の
下
に
「
、
内
閣
総
理
大
臣
」
を
加
え
、
同
条
第
二
項
中
「
主
務
省
令
は
」
の
下
に
「
、
内
閣
府
令
」

を
加
え
、
同
条
第
三
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

３ 

内
閣
総
理
大
臣
は
、
こ
の
法
律
に
よ
る
権
限
（
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
金
融
庁
長
官
に
委
任
す
る
。 

第
三
百
五
十
四
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。 

４ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
金
融
庁
長
官
に
委
任
さ
れ
た
権
限
並
び
に
こ
の
法
律
に
よ
る
農
林
水
産
大
臣
及
び
経
済
産
業

大
臣
の
権
限
に
つ
い
て
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
地
方
支
分
部
局
の
長
（
当
該
金
融
庁
長

官
に
委
任
さ
れ
た
権
限
に
あ
つ
て
は
、
財
務
局
長
又
は
財
務
支
局
長
）
に
委
任
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

附
則
第
二
百
二
十
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

（
見
直
し
） 



 

二 

第
二
百
二
十
条 

政
府
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
以
内
に
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況
等
を
勘
案
し
、
商
品
先
物
取
引
を

含
め
金
融
商
品
全
般
を
対
象
と
す
る
よ
り
包
括
的
な
規
制
の
枠
組
み
（
商
品
先
物
取
引
に
係
る
課
徴
金
制
度
の
導
入
を
含

む
。
）
を
構
築
す
る
た
め
の
法
整
備
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
、
必
要
な
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す

る
。 

 


